
 

須賀川市認定地域クラブの認定に関する要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、少子化に伴い減少している中学生の活動機会の確保、教員の働き方改革及び地域専門人材の活用を目的とし、須賀川市中学校

休日の部活動地域展開ガイドラインに基づき、須賀川市認定地域クラブ （以下  認定地域クラブ」という。）の認定を行うに当たり、必要な事項を

定めるものとする。 

 （認定申請） 

第２条 認定地域クラブの認定を受けようとする者（以下 申請者」という。）は、須賀川市認定地域クラブ認定申請書兼誓約書（第１号様式）（以

下  申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その添付すべき書類の一部を

猶予又は免除することができる。 

 (１) 須賀川市認定地域クラブ認定要件確認書（第２号様式） 

 (２) 須賀川市認定地域クラブ活動計画書（第３号様式）（以下 活動計画書」という。） 

 (３) 認定地域クラブの規約又は会則 

 (４) 認定地域クラブの役員、指導者、参加者等の名簿 

（認定手続）  

第３条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容を審査し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、認定を行うものとす

る。 

(１) 須賀川市認定地域クラブ指導者の認定に関する要綱（令和８年７月10日施行）第４条の規定により認定された、須賀川市認定地域クラブ指

導者（以下 認定指導者」という。）を２名以上配置していること。 

 (２) 代表及び会計担当者を置き、責任体制が明確であること。 

 (３) 営利を主たる目的としないこと。 

 (４) 生徒の安全管理及び緊急時対応に配慮した活動体制を有していること。 



 

２ 市が、前項の要件を満たし、自ら認定地域クラブの運営を行う場合は、当該認定地域クラブは、認定を受けたものとみなす。 

（認定又は不認定の通知） 

第４条 市長は、前条第１項の規定による認定をしたときは、須賀川市認定地域クラブ認定通知書（第４号様式）により申請者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前条第１項の規定による認定をしないときは、須賀川市認定地域クラブ不認定通知書（第５号様式）により申請者に通知するものとす

る。 

（認定の有効期間） 

第５条 認定の有効期間は、認定の効力の発生日の属する年度の翌々年度末までとする。 

（変更の届出） 

第６条 認定地域クラブの代表者 （以下  代表者」という。）は、認定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに須賀川市認定地域クラ

ブ変更届出書（第６号様式）により市長に届け出なければならない。ただし、その変更が軽微な場合は、この限りでない。 

（休止の届出） 

第７条 代表者は、認定地域クラブを休止する場合は、速やかに須賀川市認定地域クラブ休止届出書（第７号様式）により市長に届け出なければな

らない。 

（認定取消しの申出） 

第８条 代表者は、認定地域クラブの取消しを希望する場合は、速やかに須賀川市認定地域クラブ認定取消申出書（第８号様式）により市長に申し

出なければならない。 

（認定の取消し）  

第９条 市長は、認定地域クラブが次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとする。  

 (１) 申請内容に虚偽があったとき。 

 (２) 指導体制に不適切な点が確認され、指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき。 

 (３) 代表者から前条の規定により認定取消しの申出があったとき。 



 

２ 市長は、前項の規定による認定を取り消したときには、須賀川市認定地域クラブ認定取消通知書（第９号様式）により、代表者に通知するもの

とする。 

 （活動計画書の提出） 

第10条 代表者は、活動計画書を申請書に添えて提出するほか、認定地域クラブの活動 （以下  認定地域クラブ活動」という。）を行おうとする年度

が始まる１月前までに、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、代表者に対し、前項のほか必要と認めるときに活動計画書の提出を求めることができる。 

 （活動報告書の提出） 

第11条 代表者は、認定地域クラブ活動を実施した後、速やかに、須賀川市認定地域クラブ活動報告書（第10号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 代表者は、認定地域クラブ活動に参加した生徒が、活動中のけが、病気、体調不良等により医療機関を受診した場合は、速やかに市長に報告し

なければならない。 

（認定地域クラブに対する指導助言等） 

第12条 市長は、定期的な報告、ヒアリング等により認定地域クラブ活動の状況を把握し、必要な指導助言等を行うものする。 

 （電子申請フォームによる申請） 

第13条 この要綱で定める書類のうち、市長が認めるものの提出を、所定の電子申請フォームへの入力をもって代えることができる。 

附 則 

この要綱は、令和８年７月10日から施行する。 


